
報告事項ス

通学路の安全対策の取組について

通学路の安全対策の取組について、別紙のとおり報告します。

平成２４年７月２４日

鳥取県教育委員会教育長 横 濵 純 一



報告事項ス
通学路の安全対策の取組について

平成２４年７月２４日
スポーツ健康教育課

全国各地で登校中の小学生が死傷する痛ましい事故が相次いだことを受け、くらしの安心推進
課、道路企画課、県警本部（交通規制課、交通企画課）と連携して、以下のとおり対応を行って
いる。

【主な対応状況】
H24.5.8 ○各市町村及び学校に対して、「学校の通学路の安全確保について」を通知

H24.5.11 ○「第１回学校の通学路安全対策会議」を開催
【参加課】
くらしの安心推進課、道路企画課、スポーツ健康教育課、
県警本部（交通規制課、交通企画課）

【課題】
・道路管理者、警察等の関係機関へ各学校の通学路の情報が提供されていな
いことが多い。

・各学校ごとに実施されている安全点検の結果に対する解決策を体系的に検
討する仕組みが確立されていない。

【協議結果】
・通学路の緊急安全点検調査を実施する
・必要に応じて改善工事等の実施に向けた調整を行う。

H24.5.18 ○各市町村教育委員会を対象に「通学路の緊急安全点検連絡協議会」を開催
【依頼事項】
・通学路の緊急安全点検を実施する。
・安全点検をもとに、各市町村教育委員会から道路管理者や警察に危険箇所
の改善要望を行う。

H24.6.21 ○「第２回学校の通学路安全対策会議」を開催
【参加課】
くらしの安心推進課、道路企画課、スポーツ健康教育課、
県警本部（交通規制課、交通企画課）

【点検結果の概要】
危険箇所総数：９７７（6.20現在） ※１市安全点検実施中
※国道：９３ 県道：３２４ 市町村道：４３５ その他：１２５
※道路構造的改善箇所：４８０ 安全設備等箇所：２９０ その他：３８６
【協議結果】
・緊急安全点検結果を受けての今後の対策が重要である。
・緊急安全点検結果をもとに、道路管理者と警察署が合同点検箇所を抽出し、
各市町村で合同点検を実施する。

・合同点検後、道路管理者や警察署による改善工事等の実施・予算措置の対
策を行う。また、改善工事等行われない箇所については、通学路の検討、
交通安全指導や安全ボランティア等と連携した通学路の安全確保を図る等
の対策を行う。

H24.7.6 ○各市町村教育委員会を対象に「第２回通学路の緊急安全点検連絡協議会」を
開催
【依頼事項】
・道路管理者、警察署等と合同点検を実施する。
・合同点検後の対策・対応を協議する。

→今後の通学路の安全対策に係る対応（別紙参照）
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